
35,469千円

814,581千円

（単位：千円）

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

うち地方消費税
交付金

（社会保障財源
化分）

①社会福祉費 401,664 91,017 83,249 0 12,148 215,250

②老人福祉費 130,346 0 570 0 1,386 128,390

③児童福祉費 257,616 72,784 25,563 0 1,722 157,547

小　計 789,626 163,801 109,382 0 15,256 501,187 34,382

衛生費 ④保険衛生費 24,955 11 180 0 0 24,764 1,087

814,581 163,812 109,562 0 15,256 525,951 35,469

①社会福祉費では、重度心身障がい者医療費助成事業、自立支援給付事業、国民健康保険事業繰出金等の事業を実施しています。

③児童福祉費では、子ども医療費助成事業、児童手当・児童扶養手当、私立保育園経費等の事業を実施しています。

④保健衛生費では、各種健診事業、予防接種事業、母子保健事業等の事業を実施しています。

②老人福祉費では、老人保護措置経費、地域介護・福祉空間整備等事業、介護保険事業繰出金等の事業を実施しています。

34,382
民生費

平成29年度
決算額

目的別

合　　計

区分
特定財源

財源内訳

平成29年度津奈木町一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分につ
いては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　平成29年度津奈木町一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなりま
す。

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）交付決定額

　　　　一般財源


